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告示 
○ 埼玉県選挙管理委員会の公文書の開示等に関する規程の一部を改正する告示（選挙管理

委員会） 

○ 埼玉県選挙管理委員会の保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正する告

示（選挙管理委員会） 

○ 平成７年埼玉県選管告示第 148号（農業委員会委員選挙における個人演説会開催の申出

の様式）の廃止（選挙管理委員会） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
七
号 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日 埼

玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
選
管
告

示
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
条
中
「
総
務
部
」
を
「
県
民
生
活
部
」
に
改
め
、
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」

に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
「
総
務
部
」
を
「
県
民
生
活
部
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
を
削
る
。 

 

第
四
条
第
四
号
中
「
第
七
条
第
一
号
」
を
「
第
六
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、

第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
号
中
「
又
は
複
写
し
た
も
の
」
を
「
若
し
く
は
複
写
し
た
も
の
」
に
改
め
、
同
条

を
第
六
条
と
す
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
二
号
」
を
「
第
三
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す

る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
第
三
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

 

第
十
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十

条
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第

二
号
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
十
一
条
」
を

「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
八
号 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日 埼

玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼

玉
県
選
管
告
示
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
二
条
第
二
十
三
号
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
九
号 

 
平
成
七
年
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
四
十
八
号
（
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
に
お
け
る
個
人
演
説
会

開
催
の
申
出
の
様
式
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
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